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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも補強板、剥離可能な有機物層、可撓性フイルム、回路パターンをこの順に積層
した回路基板用部材であって、可撓性フイルムの端から内側へ最大３０ｍｍ未満の範囲を
周縁部とすると、可撓性フイルムの４つの各頂点から内側へ最大５０ｍｍ未満の部分であ
って、前記周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた部分である四隅部の可撓
性フイルムと補強板との剥離力が４９Ｎ／ｍを超え４９０Ｎ／ｍ以下であり、前記四隅部
以外の可撓性フイルムと補強板との剥離力が０．０９８Ｎ／ｍ以上４９Ｎ／ｍ以下である
回路基板用部材。
【請求項２】
可撓性フイルムの片面に補強板を紫外線硬化型有機物層を介して貼り合わせ、紫外線硬化
型有機物層に紫外線を照射してから、回路パターン付き可撓性フイルムを補強板から剥離
する回路基板の製造方法であって、可撓性フイルムの端から内側へ最大３０ｍｍ未満の範
囲を周縁部とすると、可撓性フイルムの４つの各頂点から内側へ最大５０ｍｍ未満の部分
であって、前記周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた部分である四隅部に
おける可撓性フイルムと補強板の剥離力が、回路パターン形成中は４９Ｎ／ｍを超え４９
０Ｎ／ｍ以下であり、回路パターンを形成後、可撓性フイルムを剥離する前は０．０９８
Ｎ／ｍ以上４９Ｎ／ｍ以下である回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、高精度な回路パターンを有するとともに生産性に優れた可撓性フイルムを用
いた回路基板用部材および回路基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロニクス製品の軽量化、小型化に伴い、プリント回路基板のパターニングの高
精度化が求められている。中でも可撓性フイルム基板は、その可撓性ゆえに三次元配線が
でき、エレクトロニクス製品の小型化に適していることから需要が拡大している。例えば
、液晶ディスプレイパネルへのＩＣ接続に用いられるＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）技術は、比較的狭幅の長尺ポリイミドフイルム基板を加工するこ
とで樹脂基板としては最高レベルの微細パターンを得ることができるが、微細化の進展に
関しては限界に近づきつつある。微細化にはライン幅やライン間のスペース幅で表される
指標と基板上のパターンの位置で表される指標がある。後者の指標、いわゆる位置精度は
、回路基板とＩＣなどの電子部品とを接続する際の電極パッドと回路基板パターンとの位
置合わせに係わり、ＩＣの多ピン化の進展に従い要求される精度が厳しくなってきている
。
【０００３】
　上記位置精度の点において、特に可撓性フイルム基板加工は改良が難しい状況になりつ
つある。回路基板加工プロセスでは、乾燥やキュアなどの熱処理プロセス、エッチングや
現像などの湿式プロセスがあり、可撓性フイルムは、膨張と収縮を繰り返す。このときの
ヒステリシスは、基板上の回路パターンの位置ずれを引き起こす。また、アライメントが
必要なプロセスが複数ある場合、これらのプロセス間に膨張、収縮があると、形成される
パターン間で位置ずれが発生する。可撓性フイルムの膨張と収縮による変形は、比較的大
面積の基板寸法で加工を進めるＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ）の場合には更に大きな影響を及ぼす。また、位置ずれは引っ張りや捻れなどの外
力でも引き起こされ、柔軟性を上げるために薄い基板を使う場合は特に注意を必要とする
。
【０００４】
　これに対して、回路パターンを形成しようとする可撓性フイルムに紫外線硬化型有機物
層を介して補強板とを貼り合わせた後、全体の強度を増すことで外力による変形を抑えつ
つ、紫外線硬化型有機物層に紫外線を照射して剥離力を低下させた状態で回路パターンを
形成し、回路パターン付き可撓性フイルムを補強板から剥離する提案がある（特許文献１
参照）。
【０００５】
　しかしながら、紫外線硬化型有機物層の全面に充分に硬化が進むだけの紫外線を照射し
て、可撓性フイルムと補強板との間の剥離力が全面で低い状態にして回路パターン形成を
行ったとき、アクアナイフ、エアーナイフあるいはジグへの取り付け等の特定の工程で可
撓性フイルムの端部に可撓性フイルムと有機物層を引き剥がそうとする力が加わったとき
、可撓性フイルムの端部が有機物層から剥離して、パターン形成不良や搬送不良の原因と
なることがあった。
【特許文献１】特開２００３－２９８１９４号公報（第３頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、上述の課題に鑑み、高精度な可撓性フイルム回路基板を安定して製造
できる方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
すなわち本発明は、以下の構成からなる。
（１）少なくとも補強板、剥離可能な有機物層、可撓性フイルム、回路パターンをこの順
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に積層した回路基板用部材であって、可撓性フイルムの端から内側へ最大３０ｍｍ未満の
範囲を周縁部とすると、可撓性フイルムの４つの各頂点から内側へ最大５０ｍｍ未満の部
分であって、前記周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた部分である四隅部
の可撓性フイルムと補強板との剥離力が４９Ｎ／ｍを超え４９０Ｎ／ｍ以下であり、前記
四隅部以外の可撓性フイルムと補強板との剥離力が０．０９８Ｎ／ｍ以上４９Ｎ／ｍ以下
である回路基板用部材。
【００１１】
（２）可撓性フイルムの片面に補強板を紫外線硬化型有機物層を介して貼り合わせ、紫外
線硬化型有機物層に紫外線を照射してから、回路パターン付き可撓性フイルムを補強板か
ら剥離する回路基板の製造方法であって、可撓性フイルムの端から内側へ最大３０ｍｍ未
満の範囲を周縁部とすると、可撓性フイルムの４つの各頂点から内側へ最大５０ｍｍ未満
の部分であって、前記周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた部分である四
隅部における可撓性フイルムと補強板の剥離力が、回路パターン形成中は４９Ｎ／ｍを超
え４９０Ｎ／ｍ以下であり、回路パターンを形成後、可撓性フイルムを剥離する前は０．
０９８Ｎ／ｍ以上４９Ｎ／ｍ以下である回路基板の製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、回路パターンの加工中に可撓性フイルムの端部が有機物層から剥離す
ることによるパターン形成不良や搬送不良の発生を無くすことができる。さらに、可撓性
フイルムの周縁部で可撓性フイルムと有機物層の間の剥離力が充分小さく、可撓性フイル
ムの周縁部より内側に形成した回路パターンの高い位置精度を確保した状態で剥離するこ
とができる。紫外線硬化型有機物層全面あるいは可撓性フイルム周縁部に紫外線を照射し
たり、可撓性フイルム周縁部を切り離すなどして回路パターン形成後に補強板から可撓性
フイルムを剥離することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明において可撓性フイルムとしては、プラスチックフイルムであって、回路パター
ン製造工程および電子部品実装での熱プロセスに耐えるだけの耐熱性を備えていることが
重要であり、ポリカーボネート、ポリエーテルサルファイド、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリエチレンナフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリイミド、ポリアミド
、液晶ポリマーなどのフイルムを採用することができる。中でもポリイミドフイルムは、
耐熱性に優れるとともに耐薬品性にも優れているので好適に採用される。また、低誘電損
失など電気的特性が優れている点で、液晶ポリマーが好適に採用される。可撓性のガラス
繊維補強樹脂板を採用することも可能である。ガラス繊維補強樹脂板の樹脂としては、エ
ポキシ、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニレンエーテル、マレイミド、ポリアミ
ド、ポリイミドなどが挙げられる。
【００１４】
　可撓性フイルムの厚さは、電子機器の軽量化、小型化、あるいは微細なビアホール形成
のためには薄い方が好ましく、一方、機械的強度を確保するためや平坦性を維持するため
には厚い方が好ましい点から、４μｍから１２５μｍの範囲が好ましい。
【００１５】
　本発明において、回路パターンを形成する方法は特に限定されず、例えば、銅箔などの
金属箔を接着剤層で貼り付けて形成することができる他、スパッタやメッキ、あるいはこ
れらの組合せで形成することができる。また、銅などの金属箔の上に可撓性フイルムの原
料樹脂あるいはその前駆体を塗布、乾燥、キュアすることで、金属層付き可撓性フイルム
を得ることもできる。
【００１６】
　本発明において補強板として用いられる基板は、ソーダライムガラス、ホウケイ酸系ガ
ラス、石英ガラスなどの無機ガラス類、インバー合金、ステンレススチール、チタンなど
の金属、アルミナ、ジルコニア、窒化シリコンなどのセラミックスやガラス繊維補強樹脂
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板などが採用できる。いずれも線膨張係数や吸湿膨張係数が小さい点で好ましいが、回路
パターン製造工程の耐熱性、耐薬品性に優れている点や大面積で表面平滑性が高い基板が
安価に入手しやすい点や塑性変形しにくい点で無機ガラス類からなる基板が好ましい。中
でもソーダライムガラスは、熱膨張係数がガラスの中では大きく、樹脂フイルムの線膨張
係数に近いので好ましい。
【００１７】
　金属やガラス繊維補強樹脂を補強板に採用する場合は、長尺連続体での製造もできるが
、位置精度を確保しやすい点で、本発明の回路基板の製造方法は枚葉式で行うことが好ま
しい。枚葉とは、長尺連続体でなく、個別のシート状でハンドリングされる状態を言う。
【００１８】
　本発明に用いられる剥離可能な有機物層は接着剤または粘着剤からなるものであって、
可撓性フイルムを剥離可能な有機物層を介して補強板に貼り付けて加工後、可撓性フイル
ムを剥離しうるものである。このような接着剤または粘着剤としては、アクリル系または
ウレタン系の再剥離粘着剤と呼ばれる粘着剤を挙げることができる。また、分子設計が容
易に行えることや耐溶剤性が優れることから、接着剤または粘着剤の主剤と硬化剤を混合
する架橋型と呼ばれるものが好ましい。可撓性フイルムの周縁部より内側の範囲において
は、可撓性フイルム加工中は十分な剥離力があり、剥離時は容易に剥離でき、可撓性フイ
ルムに歪みを生じさせないために、弱粘着呼ばれる領域の剥離力のものが好ましい。一方
、可撓性フイルムの周縁部においては、アクアナイフ、エアーナイフあるいはジグへの取
り付け等の特定の工程でも十分な剥離力があり、剥離時は容易に剥離するために、中粘着
呼ばれる領域の剥離力のものが好ましい。シリコーン樹脂膜は離型剤として用いられるこ
とがあるが、タック性があるものは本発明において剥離可能な有機物層として使用するこ
とができる。その他、タック性があるエポキシ系樹脂膜を剥離可能な有機物層として使用
することも可能である。補強板上の、可撓性フイルムの周縁部と周縁部より内側の二つの
範囲へ異なる種類の接着剤または粘着剤を形成するのは工程が複雑になるため、補強板の
全面に紫外線硬化型有機物層を形成し、紫外線を照射する範囲を限定することで容易に剥
離力差を発現できるため好ましい。
【００１９】
　本発明において剥離力とは、有機物層を介して補強板と貼り合わせた１ｃｍ幅の可撓性
フイルムを剥離するときの１８０°方向ピール強度である。また、剥離力を測定するとき
の剥離速度は３００ｍｍ／ｍｉｎとした。剥離力の測定装置は特に限定されず、強度や伸
度の測定などで一般に使用されるテンシロンが好適に採用できる。ここで、弱粘着領域と
は、上記の条件で測定したときの剥離力が０．０９８Ｎ／ｍから４９Ｎ／ｍの範囲を言い
、中粘着領域とは、剥離力が４９Ｎ／ｍを超え、４９０Ｎ／ｍ以下の範囲を言う。
【００２０】
　接着剤または粘着剤の剥離力を弱粘着と呼ばれる領域に制御するためには、接着剤また
は粘着剤の主剤と硬化剤の一方あるいは両方を高分子量化することにより、架橋後の流動
性を小さくし、接着剤または粘着剤の可撓性フイルムへの投錨性を制御することができる
。一方、接着剤または粘着剤の耐熱性を向上するためにも、接着剤または粘着剤の主剤と
硬化剤の一方あるいは両方を高分子量化することが好ましい。また、接着剤または粘着剤
の剥離力を弱粘着と呼ばれる領域に制御するためには、接着剤または粘着剤の主剤の分子
鎖に導入する官能基数を増やすことにより硬化剤との架橋部位を増やすことも有効であり
、さらに、主剤と硬化剤の混合比を変えることで、剥離力を調整することができ好ましい
。また、接着剤または粘着剤の剥離力を弱粘着と呼ばれる領域に制御するために、接着剤
または粘着剤の可撓性フイルムへの投錨性を制御する方法として、接着剤または粘着剤の
厚みを適性化することが比較的容易に行え、有効である。
【００２１】
　剥離可能な有機物層の厚みは小さすぎると、均一性が低下する傾向があるため、０．１
μｍ以上であることが好ましく、０．３μｍ以上であることがさらに好ましい。一方、剥
離可能な有機物層の厚みが大きすぎると、可撓性フイルムへの投錨性が良くなるために剥
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離力が大きくなりすぎる傾向があるため、２０μｍ以下であることが好ましく、１０μｍ
以下であることがさらに好ましい。
【００２２】
　その他、低温領域で剥離力が減少するもの、紫外線照射で剥離力が減少するものや加熱
処理で剥離力が減少するものも好適に用いられる。これらの中でも紫外線硬化型有機物層
は、剥離力の変化が大きく、また、紫外線の照射量を変更することで剥離力の制御が容易
に行え、好ましい。
【００２３】
　紫外線硬化型有機物層は、紫外線を照射することによって硬化を進め、剥離力が低下す
るものである。このような紫外線硬化型有機物の例としては、アクリル系またはウレタン
系の紫外線硬化型再剥離粘着剤と呼ばれる粘着剤を挙げることができる。また、接着剤ま
たは粘着剤の主剤と硬化剤を混合する架橋型と呼ばれるものが、剥離力の発現が速いため
生産性に優れ、好ましい。
【００２４】
　本発明において剥離可能な有機物層を介して貼り合わされた補強板と可撓性フイルムと
の剥離力は、可撓性フイルムの周縁部では４９Ｎ／ｍを超え、４９０Ｎ／ｍ以下の範囲内
にあり、可撓性フイルムの周縁部より内側の範囲では０．０９８Ｎ／ｍ以上、４９Ｎ／ｍ
以下の範囲内にあることが重要である。可撓性フイルムを補強板から剥離するときの剥離
力は、低すぎると回路パターン形成中に可撓性フイルムが紫外線硬化型有機物層から剥離
するおそれがある。一方、剥離力が高すぎると、回路パターン形成後、補強板から剥離す
る際に可撓性フイルムが変形したり、破断するおそれがある。
【００２５】
　本発明において可撓性フイルムの周縁部より内側の範囲に紫外線を照射する工程は、補
強板と可撓性フイルムを貼り合わせた後で、回路パターンを形成する工程の前が好ましい
。紫外線硬化型有機物層は、紫外線照射前では耐水性や耐熱性が不十分であることが多く
、回路パターン形成工程にウエット工程や加熱工程がある場合、膨潤や発泡などの不具合
を起こすことが多く、位置精度の確保ができなくなったり、平坦性が損なわれたりするか
らである。
【００２６】
　ここで、ウエット工程とは、レジスト現像工程、メッキ工程、エッチング工程あるいは
洗浄工程などである。ウエット工程前に紫外線を照射することにより、湿式プロセスで紫
外線硬化型有機物層が吸水することによる膨潤と膨潤による剥離力の低下や寸法変化を抑
制することができる。
【００２７】
　また、加熱工程とは、フォトレジストベーク、ソルダーレジストベークなどである。紫
外線を照射する工程は加熱工程前であることが好ましい。加熱工程前に紫外線を照射する
ことにより、加熱工程で紫外線硬化型有機物層の紫外線反応部位が破壊されて、紫外線硬
化型有機物層が発泡あるいは変質して平坦性が失われたり、可撓性フイルムを剥離し難く
なることを防ぐことができる。
【００２８】
　剥離可能な有機物層の厚みは小さすぎると、均一性が低下する傾向があるため、０．１
μｍ以上であることが好ましく、０．３μｍ以上であることがさらに好ましい。一方、剥
離可能な有機物層の厚みが大きすぎると、可撓性フイルムへの投錨性が良くなるために剥
離力が大きくなりすぎる傾向があるため、２０μｍ以下であることが好ましく、１０μｍ
以下であることがさらに好ましい。
【００２９】
　本発明において可撓性フイルムの周縁部は可撓性フイルムの端から内側へ３０ｍｍ未満
の範囲であることが好ましい。可撓性フイルムの周縁部は回路パターンの加工中に可撓性
フイルムの端部が剥離可能な有機物層から剥離することによるパターン形成不良や搬送不
良の発生を無くすために、可撓性フイルムの周縁部より内側の範囲に比べて剥離力が大き
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い。周縁部の剥離力が大きいと、可撓性フイルムの周縁部に高精度の回路パターンを形成
しても、可撓性フイルムを補強板から剥離する過程で回路パターンの精度が損なわれる。
また、好ましくは、回路パターン形成してから可撓性フイルムを剥離するまでの間に、可
撓性フイルムの周縁部に形成された紫外線硬化型有機物層へ５００ｍＪ／ｃｍ２以上の紫
外線を照射する。この方法によれば、周縁部においても剥離力が小さくでき、補強板から
可撓性フイルムを剥離する課程での回路パターンの歪みを抑制し、高精度の回路パターン
を得ることができる。剥離前に紫外線を照射しない場合、可撓性フイルムの周縁部が可撓
性フイルムの端から内側へ３０ｍｍ以上の範囲になると１枚の可撓性フイルムから作製で
きる回路パターンの数量が少なくなり製品単価が上昇する。可撓性フイルムからより多く
の回路パターンを作製するためには、可撓性フイルムの周縁部が可撓性フイルムの端から
内側へ１５ｍｍ未満の範囲であることがより好ましい。一方、可撓性フイルムの周縁部が
可撓性フイルムの端から内側へ５ｍｍ未満の範囲になると、アクアナイフ、エアーナイフ
あるいはジグへの取り付け等の特定の工程で可撓性フイルムの端部に可撓性フイルムと有
機物層を引き剥がそうとする力が加わったときに、剥離を防ぐために充分な剥離力が得ら
れず、可撓性フイルムの端部が有機物層から剥離して、パターン形成不良や搬送不良の原
因となる。　剥離の界面は、補強板と剥離可能な有機物層との界面でも剥離可能な有機物
層と可撓性フイルムとの界面でもどちらでも良いが、可撓性フイルムから剥離可能な有機
物層を除去する工程が省略できるので、剥離可能な有機物層と可撓性フイルムとの界面で
剥離する方が好ましい。
【００３０】
　補強板と剥離可能な有機物層との剥離力を向上させるために、補強板にシランカップリ
ング剤塗布などのプライマー処理を行っても良い。プライマー処理以外に紫外線処理、紫
外線オゾン処理などによる洗浄や、ケミカルエッチング処理、サンドブラスト処理あるい
は微粒子分散層形成などの表面粗化処理なども好適に用いられる。
【００３１】
　本発明において回路パターン形成中に可撓性フイルムの周縁部に形成された紫外線硬化
型有機物層へ照射する紫外線量は５００ｍＪ／ｃｍ２未満であることが重要である。回路
パターン形成中に可撓性フイルムの周縁部に形成された紫外線硬化型有機物層へ紫外線を
照射すると、回路パターンの加工中に可撓性フイルムの端部が有機物層から剥離すること
によるパターン形成不良や搬送不良が発生するため、回路パターン形成中に可撓性フイル
ムの周縁部に形成された紫外線硬化型有機物層へ照射する紫外線量は１００ｍＪ／ｃｍ２

未満であることがより好ましい。
【００３２】
　本発明において回路パターン形成してから可撓性フイルムを剥離するまでの間に、可撓
性フイルムの周縁部に形成された紫外線硬化型有機物層へ紫外線を照射すると、可撓性フ
イルムの周縁部の剥離力を低下できるため、剥離後の可撓性フイルムの変形量を抑えるこ
とができ好ましい。
【００３３】
　本発明の態様の一つである、請求項４に記載された可撓性フイルムの四隅部について図
２を用いて説明する。符号３０１は可撓性フイルムである。可撓性フイルムの４辺の端か
ら内側へ３０ｍｍ未満の範囲を周縁部３０２とすると、可撓性フイルムの４つの各頂点か
ら５０ｍｍ未満の部分とは、各頂点を中心としたとき、半径５０ｍｍ未満の円の４分の１
部分であり、周縁部よりも内側にある部分と重複する部分は符号３０４で示される部分で
ある。すなわち、可撓性フイルムの４つの各頂点から５０ｍｍ未満の部分であって、前記
周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた部分である四隅部は符号３０５で示
される部分である。また符号３０５で示される四隅部における可撓性フイルムと補強板の
剥離力が４９Ｎ／ｍを超え４９０Ｎ／ｍ以下である。可撓性フイルムを補強板から剥離す
るときの剥離力は、低すぎると回路パターン形成中に可撓性フイルムが補強板から剥離す
るおそれがある。一方、剥離力が高すぎると、回路パターン形成後、補強板から剥離する
際に可撓性フイルムが変形したり、破断するおそれがある。
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【００３４】
　符号３０５の可撓性フイルムの四隅部は、補強板に貼り合わされた可撓性フイルムの中
でも特に剥離発生の起点になりやすく、この部分の剥離力を大きくすることが回路パター
ン形成中に可撓性フイルムが補強板から剥離する不良を軽減できるので、製品収率向上の
効果が大きい。剥離力が大きな部分を四隅に限定することによって、補強板から可撓性フ
イルムを剥離する際の可撓性フイルムの歪み発生範囲を小さくできる。また、紫外線照射
量の差によって剥離力の変更を行う場合、可撓性フイルムの周縁部を全て遮光するのに比
べ、可撓性フイルムの四隅部のみを遮光する方が装置を簡略化できる。
【００３５】
　可撓性フイルムから多くの回路パターンを作製するためには、前記周縁部は、可撓性フ
イルムの４辺の端から内側へ１５ｍｍ未満の範囲であることがより好ましい。また剥離後
の可撓性フイルムの変形量を抑えるためには、周縁部は可撓性フイルムの４辺の端から内
側へ１５ｍｍ未満の部分で、４分の１円を構成する部分は、可撓性フイルムの４つの各頂
点から２０ｍｍ未満の部分で、前記周縁部よりも内側にある部分と重複する部分を除いた
部分を使用することがさらに好ましい。可撓性フイルムの４つの各頂点から内側へ５ｍｍ
未満の部分は、アクアナイフ、エアーナイフあるいはジグへの取り付け等の特定の工程で
可撓性フイルムと有機物層を引き剥がそうとする力が加わったときに、可撓性フイルムの
四隅部が有機物層から剥離して、パターン形成不良や搬送不良の原因となる場合がある。
【００３６】
　また本発明では、前記四隅部以外の可撓性フイルムと補強板との剥離力が０．０９８Ｎ
／ｍ以上４９Ｎ／ｍ以下である。図２の符号３０３が四隅部以外の可撓性フイルムに該当
する。四隅部以外の可撓性フイルムの剥離力は充分に低いため、可撓性フイルムを補強板
から剥離する過程で回路パターンの精度が損なわれることが無く、高精度の回路パターン
を形成できる。可撓性フイルムと補強板との剥離力が０．０９８Ｎ／ｍ未満の場合、剥離
力が低いため工程中で気泡が発生し易くなり、外観不良や精度不良の原因となる。一方、
可撓性フイルムと補強板との剥離力が４９Ｎ／ｍを越える場合、回路パターン形成後、補
強板から剥離する際に可撓性フイルムが変形したり、破断するおそれがある。
【００３７】
　本発明において回路パターン形成中に可撓性フイルムの四隅部に形成された紫外線硬化
型有機物層へ照射する紫外線量は５００ｍＪ／ｃｍ２未満である。回路パターン形成中に
可撓性フイルムの四隅部に形成された紫外線硬化型有機物層へ紫外線を照射すると、回路
パターンの加工中に可撓性フイルムの端部が有機物層から剥離することによるパターン形
成不良や搬送不良が発生するため、回路パターン形成中に可撓性フイルムの四隅部に形成
された紫外線硬化型有機物層へ照射する紫外線量は１００ｍＪ／ｃｍ２未満であることが
より好ましい。
【００３８】
　本発明に使用する紫外線硬化型有機物層は、可撓性フイルム加工中は十分な剥離力があ
り、剥離時は容易に剥離でき、可撓性フイルム基板に歪みを生じさせないために、硬化後
の剥離力が弱粘着領域であることが好ましい。
【００３９】
　紫外線硬化型有機物層の剥離力を弱粘着領域に制御するためには、紫外線硬化型有機物
として用いる接着剤または粘着剤の主剤と硬化剤の一方あるいは両方を高分子量化するこ
とにより、架橋後の流動性を小さくし、接着剤または粘着剤の可撓性フイルムへの投錨性
を制御することが有効である。耐熱性を向上するためにも、接着剤または粘着剤の主剤と
硬化剤の一方あるいは両方を高分子量化することが好ましい。また、主剤の分子鎖に導入
する官能基数を増やすことにより硬化剤との架橋部位を増やすことも有効である。さらに
、主剤と硬化剤の混合比を変えることで、剥離力を調整することもできる。また、紫外線
硬化型有機物層の剥離力を弱粘着領域に制御するために、可撓性フイルムへの投錨性を制
御する方法として、接着剤または粘着剤の厚みを適性化する方法は容易に行え、有効な方
法である。
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【００４０】
　本発明に使用する可撓性フイルムには、補強板との貼り付けに先立って、貼り付け面で
ある一方の面に回路パターンが形成されていても良い。この場合、該パターン形成と同時
に、もう一方の面に形成される回路パターンとの位置合わせ用マークを形成することが好
ましい。貼り合わせ面とは反対側の面に形成する高精細パターンの高精細さを活かすため
に位置合わせマークを設けて位置合わせすることは高精細パターンの作製に非常に有効で
ある。位置合わせマーク読みとり方法は特に限定されず、例えば、光学的な方法、電気的
な方法等を用いることができる。位置合わせマークは、可撓性フイルムを補強板と貼り合
わせる際の位置合わせにも利用することができる。位置合わせマークの形状は特に限定さ
れず、露光機などで一般に使用される形状が好適に採用できる。
【００４１】
　可撓性フイルムを補強板に貼り付けた後に、可撓性フイルムの該貼り付け面とは反対面
に形成される回路パターンは、補強板及び金属層により加工時に生じる可撓性フイルムの
変形を防止できるため、特に高精度なパターンを形成することができる。
【００４２】
　本発明によれば、このように、片面に特に高精細なパターンを形成した両面配線の回路
基板を容易に提供できる。両面配線であることのメリットとしては、スルーホールを介し
ての配線交差ができ、配線設計の自由度が増すこと、太い配線で接地電位を必要な場所の
近傍まで伝搬することで高速動作するＬＳＩのノイズ低減ができること、同様に太い配線
で電源電位を必要な場所の近傍まで伝搬することにより、高速スイッチングでも電位の低
下を防ぎ、ＬＳＩの動作を安定化できること、電磁波シールドとして外部ノイズを遮断す
ることなどが挙げられ、ＬＳＩが高速化し、また、多機能化による多ピン化が進む中で非
常に重要である。
【００４３】
　さらに本発明では、可撓性フイルムの両面の加工時に共に補強板を使用し、両面とも特
に高精度なパターンを形成することも可能である。例えば、第１の補強板と可撓性フイル
ムの第２の面とを剥離可能な有機物層もしくは紫外線硬化型有機物層を介して貼り合わせ
て、可撓性フイルムの第１の面に回路パターンを形成してから、第１の面と第２の補強板
とを剥離可能な有機物層もしくは紫外線硬化型有機物層を介して貼り合わせた後、可撓性
フイルムを第１の補強板から剥離し、次いで可撓性フイルムの第２の面に回路パターンを
形成してから、可撓性フイルムを第２の補強板から剥離する方法が挙げられ、両面共に高
精度の回路パターン加工を実現することができる。
【００４４】
　本発明の回路基板の製造方法の一例を以下に説明するが、本発明はこれに限定されるも
のではない。
【００４５】
　厚さ１．１ｍｍのソーダライムガラスにスピンコーター、ブレードコーター、ロールコ
ーター、バーコーター、ダイコーター、スクリーン印刷機などで、シランカップリング剤
を塗布する。間欠的に送られてくる枚葉基板に比較的低粘度のシランカップリング剤の薄
膜を均一に塗布するためには、スピンコーターの使用が好ましい。シランカップリング剤
塗布後、加熱乾燥や真空乾燥などにより乾燥し、厚みが２０ｎｍのシランカップリング剤
層を得る。
【００４６】
　次に上記シランカップリング剤層上に、スピンコーター、ブレードコーター、ロールコ
ーター、バーコーター、ダイコーター、スクリーン印刷機などで、紫外線硬化型再剥離粘
着剤を塗布する。間欠的に送られてくる枚葉基板に比較的粘度が高い粘着剤を均一に塗布
するためには、ダイコーターの使用が好ましい。紫外線硬化型再剥離粘着剤を塗布後、加
熱乾燥や真空乾燥などにより乾燥し、厚みが３μｍの紫外線硬化型有機物層を得る。この
紫外線硬化型有機物層に、ポリエステルフイルム上にシリコーン樹脂層を設けた空気遮断
用フイルムを貼り付けて１週間熟成させる。空気遮断用フイルムを貼り合わせる代わりに
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、窒素雰囲気中や真空中で保管することもできる。また、紫外線硬化型有機物層を長尺フ
イルム基体に塗布、乾燥後、枚葉基板に転写することも可能である。
【００４７】
　本発明において、紫外線硬化型有機物層は、最初に可撓性フイルム側に形成されていて
も良いし、補強板側に形成されていても良く、両方に形成されていても良い。形成の容易
さや剥離界面を可撓性フイルムと紫外線硬化型有機物層となるよう制御するためには、補
強板側に形成されるのが好ましい。
【００４８】
　次に、枚葉方式によるフイルム回路基板用部材の製造方法について説明する。枚葉方式
とは、ＴＡＢやＣＯＦの製造で一般的なスリットされたリール搬送によるリール・ツー・
リール方式ではなく、フイルム回路基板をシート状の基板で作製する方法である。まず、
可撓性フイルム基板である厚さ２５μｍのプラスチックフイルムを準備する。ガラス基板
上の空気遮断用フイルムを剥がして、プラスチックフイルムをガラス基板に貼り合わせる
。前述のように、プラスチックフイルムの片面または両面に金属層（貼り合わせ面におい
ては回路パターンであってもよい）があらかじめ形成されていても良い。プラスチックフ
イルムをあらかじめ所定の大きさのカットシートにしておいて貼り付けても良いし、長尺
ロールから巻きだしながら、貼り付けと切断をしてもよい。このような貼り付け作業には
、可撓面状体の面にプラスチックフイルムを保持してから、ガラス基板に押圧することで
、低応力、高精度にプラスチックフイルムをガラス基板側にラミネートする方法が好適に
採用できる。上記の方法に用いられるラミネート装置について図１を用いて説明する。
【００４９】
　符号２００はラミネート装置の概略正面図である。静電気帯電装置２０１で可撓性面状
体２０２を帯電させ、プラスチックフイルム２０３を吸着させる。可撓性面状体２０２に
は可撓性の織物や薄膜状物が採用でき、枠体２０４に固定されている。また、静電気帯電
装置２０１は基台２０５上の支柱２０６に支持されており、上下動機構（図示しない）に
よって、支柱２０６は、図１の左右に移動する枠体２０４や載置台２０７と静電気帯電装
置２０１が干渉しないように動く。次に、剥離可能な有機物層２０８が塗布されたガラス
基板２０９を真空吸着等で載置台２０７に保持する。スキージ２１０でプラスチックフイ
ルム２０３を可撓性面状体２０２ごと剥離可能な有機物層２０８に押しつけ、プラスチッ
クフイルム２０３をガラス基板２０９側に移し取る。スキージ２１０はスキージ保持体２
１１に保持されており、移動や上下動が可能である。載置台２０７は、レール２１２、ガ
イド２１３、ナット２１４、ブラケット２１５、ボールねじ２１７、モーター２１８によ
って図の左右に移動できる。
【００５０】
　ポリイミドフイルムをガラス基板に貼り付けた後、ポリイミドフイルムの周縁部に形成
された紫外線硬化型有機物層を遮光した状態で、ポリイミドフイルムの周縁部より内側の
紫外線硬化型有機物層に紫外線を照射して架橋を進行させる。
【００５１】
　ポリイミドフイルムの貼り合わせ面とは反対側の面にあらかじめ金属層が設けられてい
ない場合は、フルアディティブ法やセミアディティブ法で金属層を形成することができる
。
【００５２】
　フルアディティブ法は、例えば、以下のようなプロセスである。金属層を形成する面に
パラジウム、ニッケルやクロムなどの触媒付与処理をし、乾燥する。ここで言う触媒とは
、そのままではメッキ成長の核としては働かないが、活性化処理をすることでメッキ成長
の核となるものである。次いでフォトレジストをスピンコーター、ブレードコーター、ロ
ールコーター、バーコーター、ダイコーター、スクリーン印刷機などで塗布して、乾燥す
る。該フォトレジストを所定パターンのフォトマスクを介して露光、現像して、メッキ膜
が不要な部分にレジスト層を形成する。この後、触媒の活性化処理をしてから、硫酸銅と
ホルムアルデヒドの組合せからなる無電解メッキ液に、該ポリイミドフイルムを浸漬し、
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厚さ２μｍから２０μｍの銅メッキ膜を形成して、回路パターンを得る。
【００５３】
　セミアディティブ法は、例えば、以下のようなプロセスである。金属層を形成する面に
、クロム、ニッケル、銅またはこれらの合金をスパッタリングし、下地層を形成する。下
地層の厚みは、通常、１ｎｍから１０００ｎｍの範囲である。下地層の上に銅スパッタ膜
をさらに５０ｎｍから３０００ｎｍ積層することは、後に続く電解メッキのために十分な
導通を確保したり、金属層の接着力向上やピンホール欠陥防止に効果があり好ましい。下
地層形成に先立ち、ポリイミドフイルム表面に接着力向上のために、プラズマ処理、逆ス
パッタ処理、プライマー層塗布、接着剤層塗布が行われることは、適宜用いられる。中で
もエポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ポリアミド樹脂系、ポリイミド樹脂系、ＮＢＲ系な
どの接着剤層塗布は接着力改善効果が大きく好ましい。これらの処理や塗布は、ガラス基
板貼り付け前に実施されても良いし、ガラス基板貼り付け後に実施されても良い。ガラス
基板貼り付け前に、長尺のポリイミドフイルムに対してロールツーロールで連続処理され
ることは、生産性向上が図れ、好ましい。このようにして形成した下地層上に、フォトレ
ジストをスピンコーター、ブレードコーター、ロールコーター、ダイコーター、スクリー
ン印刷機などで塗布して、乾燥する。該フォトレジストを所定パターンのフォトマスクを
介して露光、現像して、メッキ膜が不要な部分にレジスト層を形成する。次いで該下地層
を電極として電解メッキをおこなう。電解メッキ液としては、硫酸銅メッキ液、シアン化
銅メッキ液、ピロ燐酸銅メッキ液などが用いられる。厚さ２μｍから２０μｍの銅メッキ
膜を形成後、フォトレジストを剥離し、続いてスライトエッチングにて下地層を除去して
、さらに必要に応じて金、ニッケル、錫などのメッキを施し、回路パターンを得る。
【００５４】
　上記ガラス基板上の空気遮断用フイルムを剥がして、回路パターンが形成された面を貼
り合わせ面として、ポリイミドフイルムをガラス基板に貼り付けた後、上述のセミアディ
ティブ法、フルアディティブ法、もしくはサブトラクティブ法で貼り合わせ面と反対側の
面に高精細な回路パターンを形成する。
【００５５】
　なお、サブトラクティブ法とは、ポリイミドフイルムにベタの金属層が形成されている
場合、フォトレジストとエッチング液を使って回路パターンを形成する方法であり、製造
プロセスが短く、低コストである。
【００５６】
　特に高精細な回路パターンを得るためには、セミアディティブ法、フルアディティブ法
の採用が好ましい。
【００５７】
　さらに、ポリイミドフイルムに、接続孔を設けることができる。すなわち、ガラス基板
との貼り合わせ面側に設けた金属層との電気的接続を取るビアホールを設けたり、ボール
グッリドアレーのボール設置用の孔を設けたりすることができる。接続孔の設け方として
は、炭酸ガスレーザー、ＹＡＧレーザー、エキシマレーザーなどのレーザー孔開けやケミ
カルエッチングを採用することができる。レーザーエッチングを採用する場合は、エッチ
ングストッパ層として、ポリイミドフイルムのガラス基板貼り付け面側に金属層があるこ
とが好ましい。
【００５８】
　ポリイミドフイルムのケミカルエッチング液としては、ヒドラジン、水酸化カリウム水
溶液などを採用することができる。また、ケミカルエッチング用マスクとしては、パター
ニングされたフォトレジストや金属層が採用できる。電気的接続を取る場合は、接続孔形
成後、前述の金属層パターン形成と同時にメッキ法で孔内面を導体化することが好ましい
。電気的接続をとるための接続孔は、直径が１５μｍから２００μｍが好ましい。ボール
設置用の孔は、直径が８０μｍから８００μｍが好ましい。
【００５９】
　接続孔を形成するタイミングは限定されないが、ポリイミドフイルムをガラス基板に貼
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り合わせた後、ポリイミドフイルムの貼り合わせ面の反対面から接続孔を形成することが
好ましい。
【００６０】
　必要に応じて、回路パターン上にソルダーレジスト膜を形成する。微細回路パターンに
対しては感光性のソルダーレジストの採用が好ましい。スピンコーター、ブレードコータ
ー、ロールコーター、バーコーター、ダイコーター、スクリーン印刷機などで回路パター
ン上に感光性ソルダーレジストを塗布し、乾燥させた後、所定のフォトマスクを介して紫
外線露光をし、現像して、ソルダーレジストパターンを得る。次に１００℃から２００℃
でキュアをする。
【００６１】
　次に、回路パターンが形成されたポリイミドフイルムをガラス基板から剥離する。レー
ザー、高圧水ジェットやカッターなどを用いて、剥離前に個片または個片の集合体に該回
路パターン付きポリイミドフイルムを切り分けておくことが、取り扱いが容易になること
から好ましい。さらに、電子部品との接続の位置精度を保つために、ポリイミドフイルム
上の回路パターンへ電子部品を接続後に、該ポリイミドフイルムをガラス基板から剥離す
ることがさらに好ましい。電子部品との接続方法としては、例えば、ハンダ接続、異方導
電性フイルムによる接続、金属共晶による接続、非導電性接着剤による接続、ワイヤーボ
ンディング接続などが採用できる。また、ポリイミドフイルムの全面をガラス基板から剥
離する場合は、回路パターン形成後に紫外線硬化型有機物層へ再度紫外線を照射してから
剥離すると、ポリイミドフイルムの周縁部の剥離力が低下するので、剥離し易くなる。
【００６２】
　上述の例は、ポリイミドフイルムの貼り付け面側に金属層を設け、まず固定されていな
い可撓性フイルムの一方の面に回路パターンを形成した後、可撓性フイルムをガラス基板
に貼り合わせてからもう一方の面の回路パターンを形成した例である。可撓性フイルムの
両面に、高精細の回路パターンを形成する場合は、最初に回路パターンが形成される面の
加工においても、ガラス基板に貼り合わせられていることが好ましい。この場合は、可撓
性フイルムをガラス基板に貼り合わせて、サブトラクティブ法、セミアディティブ法やフ
ルアディティブ法でガラス基板貼り合わせ面とは反対側の面に回路パターンを形成し、次
いで別のガラス基板に、可撓性フイルムの回路形成面側を貼り合わせてから、最初のガラ
ス基板を剥離し、もう一方の面に、サブトラクティブ法、セミアディティブ法やフルアデ
ィティブ法で回路パターンを形成し、その後、ガラス基板を剥離する方法が好ましく用い
られる。
【００６３】
　本発明の製造方法によって得られる回路基板、および補強板上に、剥離可能な有機物層
もしくは紫外線硬化型有機物層、少なくとも剥離可能な有機物層もしくは紫外線硬化型有
機物層に貼り合わせた面とは反対の面に配線回路が形成された可撓性フイルムをこの順に
積層された回路基板用部材は、電子部品接続や可撓性フイルム剥離工程を経て、電子機器
の配線板、ＩＣパッケージ用インターポーザー、ウエハレベルプロバー、ウエハレベルバ
ーンインソケット用基板などに好ましく使用される。回路パターンに抵抗素子や容量素子
を入れ込むことは、適宜好ましく用いられる。
【実施例】
【００６４】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。なお、実施例においてヤング率は、ＪＩＳ　Ｒ１６０２によって求めら
れる値とした。また、剥離力は、以下の方法で測定した。
【００６５】
　＜剥離力測定方法＞
　ポリイミドフイルムの剥離力の測定は次の方法で行った。補強板上に形成した再剥離剤
層上にポリイミドフイルムを貼り合わせた後、ポリイミドフイルムを１０ｍｍ幅に裁断し
た。ＴＭＩ社製「テンシロン」を用いて３００ｍｍ／分の剥離速度で１０ｍｍ幅のポリイ
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ミドフイルムを１８０゜方向に剥離するときの力を剥離力とした。
【００６６】
　実施例１
　可撓性フイルムとして、厚さ３８μｍ、３００ｍｍ幅のポリイミドフイルム（商品名“
カプトン”１５０ＥＮ 東レデュポン（株）製）を準備した。リール・ツー・リール方式
のスパッタ装置に長尺のポリイミドフイルムを装着し、厚さ１０ｎｍのクロム：ニッケル
＝２０：８０（重量比）の合金膜と厚さ１００ｎｍの銅膜を、この順にポリイミドフイル
ム上に積層した。厚さ１．１ｍｍ、３００×３５０ｍｍのソーダライムガラスに、ダイコ
ーターで、紫外線硬化型粘着剤、商品名“ＳＫダイン”ＳＷ－２２（綜研化学（株）製）
と硬化剤Ｌ４５（綜研化学（株）製）を１００：３（重量比）で混合したものを塗布し、
８０℃で２分間乾燥し紫外線硬化型粘着剤層を設けた。乾燥後の紫外線硬化型粘着剤層厚
さを３μｍとした。次いで、紫外線硬化型粘着剤層に、ポリエステルフイルム上に離型容
易なシリコーン樹脂層を設けたフイルムからなる空気遮断用フイルムを貼り合わせて、１
週間放置した。
【００６７】
　金属層を設けたポリイミドフイルムを３００×３５０ｍｍに切り出した。上記空気遮断
用フイルムを剥がしてから、図１に示したラミネーター装置で剥離可能な有機物層に金属
層を設けたポリイミドフイルムを貼り合わせた。静電気帯電装置２０１でポリエステルメ
ッシュからなる可撓性面状体２０２を帯電させ、ポリイミドフイルム２０３を吸着させた
。次に、剥離可能な有機物層２０８が塗布されたガラス基板２０９を真空吸着で載置台２
０７に保持した。スキージ２１０でポリイミドフイルム２０３を可撓性面状体２０２ごと
剥離可能な有機物層２０８に押しつけ、ポリイミドフイルム２０３をガラス基板２０９側
に移し取った。
【００６８】
　その後、ポリイミドフイルムの端から内側へ２０ｍｍの範囲に形成された紫外線硬化型
粘着剤層を遮光した状態で、ポリイミドフイルムの端から２０ｍｍより内側の紫外線硬化
型粘着剤層にソーダライムガラス側から紫外線を１０００ｍＪ／ｃｍ２照射し、紫外線硬
化型粘着剤層を光硬化した。このときのポリイミドフイルムの端から２０ｍｍの範囲の剥
離力は９８Ｎ／ｍであった。銅層上にポジ型フォトレジストをスピンコーターで塗布して
８０℃で１０分間乾燥した。フォトレジストをフォトマスクを介して露光、現像して、め
っき層が不要な部分に厚さ１２μｍのフォトレジスト層を形成した。
【００６９】
　テスト用フォトマスクパターンは以下に示す形状とした。まずガラス基板３００ｍｍの
方向に４２ｍｍ、ガラス基板３５０ｍｍの長さの方向に２３ｍｍの中に回路パターンを作
製し、これを１ユニットとした。このユニットをガラス基板が３００ｍｍ長さの方向に中
心から等配、４８ｍｍピッチで５列を隣接させ配置した。ガラス基板が３５０ｍｍ長さの
方向には中心から等配、２３．７５ｍｍピッチで１４個を配置した。ガラス基板が３５０
ｍｍ長さの方向ではユニット間の距離は０．７５ｍｍである。
【００７０】
　次いで、上記銅層を電極として厚さ８μｍの銅層を硫酸銅めっき液中での電解めっきで
形成した。フォトレジストをフォトレジスト剥離液で剥離し、続いて、過酸化水素－硫酸
系水溶液によるソフトエッチングにてレジスト層の下にあった銅層およびクロム－ニッケ
ル合金層を除去した。引き続き、銅めっき層上に、無電解めっきで厚さ０．４μｍの錫層
を形成し、回路パターンを得た。その後、スクリーン印刷機にて回路パターンを保護する
ための保護層を回路パターン上に形成した。保護層にはソルダーレジストＳＮ－９０００
（日立化成工業（株）製）を用いた。オーブンで１２０℃、９０分間キュアし、１０μｍ
厚の保護層を得た。回路パターン形成工程中にポリイミドフイルムの端部がガラス基板の
端部から剥離することは無かった。続いて、紫外線硬化型粘着剤層にソーダライムガラス
側から紫外線を１０００ｍＪ／ｃｍ２照射した後、ポリイミドフイルムの端部を把持して
徐々にガラス基板から３００×３５０ｍｍのポリイミドフイルム基板を剥離した。このと
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きの剥離力は４．７Ｎ／ｍであった。剥離後のポリイミドフイルムには剥離によるそりや
折れは発生しなかった。また、剥離したポリイミドフイルム上の回路パターンを測長機Ｓ
ＭＩＣ－８００（ソキア（株）製）にて測定したところ±０．０１％以内にあり、非常に
良好であった。
【００７１】
　実施例２
　ポリイミドフイルムを剥離する前に紫外線を照射しなかったこと以外は実施例１と同様
にしてガラス基板から３００×３５０ｍｍのポリイミドフイルム基板を剥離した。剥離後
のポリイミドフイルムの周縁部は若干カールしたが、ポリイミドフイルムの回路パターン
形成部分には剥離によるそりや折れは発生しなかった。また、剥離したポリイミドフイル
ム上の回路パターンを測長機ＳＭＩＣ－８００（ソキア（株）製）にて測定したところ±
０．０１％以内にあり、非常に良好であった。
【００７２】
　比較例１
　紫外線硬化型粘着剤層全面にソーダライムガラス側から紫外線を１０００ｍＪ／ｃｍ２

照射し、紫外線硬化型粘着剤層を全面光硬化したこと以外は実施例１と同様にして回路パ
ターンの形成を開始した。無電解錫めっき工程のめっき液攪拌用バブリングの泡によりポ
リイミドフイルムの端部がガラス基板から剥離し、搬送不良のためにめっき装置が停止し
た。
【００７３】
　比較例２
　ポリイミドフイルムの端から内側へ４０ｍｍの範囲に形成された紫外線硬化型粘着剤層
を遮光した状態で、ポリイミドフイルムの端から４０ｍｍより内側の紫外線硬化型粘着剤
層にソーダライムガラス側から紫外線を照射したこと以外は実施例１と同様にして３００
×３５０ｍｍのポリイミドフイルム基板を作製した。熱処理工程でポリイミドフイルムの
端から内側へ４０ｍｍの範囲に形成された紫外線硬化型有機物層が発泡した。続いて、紫
外線硬化型粘着剤層にソーダライムガラス側から紫外線を１０００ｍＪ／ｃｍ２照射した
後、ポリイミドフイルムの端部を把持して徐々にガラス基板から３００×３５０ｍｍのポ
リイミドフイルム基板を剥離した。剥離後のポリイミドフイルムには剥離によるそりや折
れは発生しなかったが、ポリイミドフイルムの端から内側へ４０ｍｍの範囲に形成された
回路パターンが変形した。
【００７４】
　実施例３
　３００×３５０ｍｍのソーダライムガラスの端部から２０ｍｍの範囲をマスキングテー
プでマスクした状態で、アクリル系の弱粘着性再剥離剤”オリバイン”ＥＸＫ０１－２５
７（東洋インキ（株）製）と硬化剤ＢＸＸ５１３４（東洋インキ（株）製）を１００：９
で混合したものを塗布し、１００℃で３０秒間乾燥した。乾燥後の再剥離剤厚みを３μｍ
とした。次いで、ソーダライムガラスの周縁部に形成したマスキングテープを剥離した後
、弱粘着性再剥離剤層に、ポリエステルフイルム上に離型容易なシリコーン樹脂層を設け
たフイルムからなる空気遮断用フイルムを貼り合わせた。次いで、３００×３５０ｍｍの
ソーダライムガラスの端部から２０ｍｍの範囲にアクリル系の中粘着性再剥離剤”サイア
バイン”ＳＨ－１０１（東洋インキ（株）製）と硬化剤Ｔ－５０１Ｂ（東洋インキ（株）
製）を１００：３で混合したものを塗布し、１００℃で２分間乾燥した。乾燥後の再剥離
剤厚みを３μｍとした。次いで、中粘着性再剥離剤層に、ポリエステルフイルム上に離型
容易なシリコーン樹脂層を設けたフイルムからなる空気遮断用フイルムを貼り合わせ、１
週間放置した。その後、紫外線を照射しないこと以外は実施例１と同様にしてガラス基板
から３００×３５０ｍｍのポリイミドフイルム基板を剥離した。このときのポリイミドフ
イルムの端から２０ｍｍより内側の範囲の剥離力は３．５Ｎ／ｍであった。一方、ポリイ
ミドフイルムの端から２０ｍｍの範囲の剥離力は８８Ｎ／ｍであった。剥離後のポリイミ
ドフイルムの周縁部は若干カールしたが、ポリイミドフイルムの回路パターン形成部分に
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は剥離によるそりや折れは発生しなかった。また、剥離したポリイミドフイルム上の回路
パターンを測長機ＳＭＩＣ－８００（ソキア（株）製）にて測定したところ±０．０１％
以内にあり、非常に良好であった。
【００７５】
　比較例３
　３００×３５０ｍｍのソーダライムガラスの全面にアクリル系の弱粘着性再剥離剤”オ
リバイン”ＥＸＫ０１－２５７（東洋インキ（株）製）と硬化剤ＢＸＸ５１３４（東洋イ
ンキ（株）製）を１００：９で混合したものを塗布し、１００℃で３０秒間乾燥したこと
以外は実施例３と同様にして回路パターンの形成を開始した。無電解錫めっき工程のめっ
き液攪拌用バブリングの泡によりポリイミドフイルムの端部がガラス基板から剥離したた
め、ソルダーレジスト印刷工程でポリイミドフイルムの周縁部にあるアライメントマーク
が認識できずにスクリーン印刷装置が停止した。このときの剥離力は３．５Ｎ／ｍであっ
た。
【００７６】
　実施例４
　可撓性フイルムの４辺の端から内側へ１５ｍｍ未満の範囲を周縁部として、可撓性フイ
ルムの４つの各頂点から３０ｍｍ未満の部分であって、前記周縁部よりも内側にある部分
と重複する部分を除いた部分である四隅部を遮光した状態で、紫外線硬化型粘着剤層にソ
ーダライムガラス側から紫外線を３０００ｍＪ／ｃｍ２照射し、四隅部以外の紫外線硬化
型粘着剤層を光硬化したこと以外は実施例２と同様にしてガラス基板から３００×３５０
ｍｍのポリイミドフイルム基板を剥離した。このときの四隅部の剥離力は９８Ｎ／ｍであ
った。また、四隅部以外の剥離力は４．７Ｎ／ｍであった。剥離後のポリイミドフイルム
には剥離によるカール、そり、折れは発生しなかった。また、剥離したポリイミドフイル
ム上の回路パターンを測長機ＳＭＩＣ－８００（ソキア（株）製）にて測定したところ±
０．０１％以内であった。
【００７７】
　実施例５
　実施例４の四隅部と同じ大きさの四隅部に、アクリル系の中粘着性再剥離剤”サイアバ
イン”ＳＨ－１０１（東洋インキ（株）製）と硬化剤Ｔ－５０１Ｂ（東洋インキ（株）製
）を１００：３で混合したものを形成し、四隅部以外の部分にアクリル系の弱粘着性再剥
離剤”オリバイン”ＥＸＫ０１－２５７（東洋インキ（株）製）と硬化剤ＢＸＸ５１３４
（東洋インキ（株）製）を１００：９で混合したものを形成したこと以外は実施例３と同
様にしてガラス基板から３００×３５０ｍｍのポリイミドフイルム基板を剥離した。この
ときの四隅部の剥離力は８８Ｎ／ｍであった。また、四隅部以外の剥離力は３．５Ｎ／ｍ
であった。剥離後のポリイミドフイルムには剥離によるカール、そり、折れは発生しなか
った。また、剥離したポリイミドフイルム上の回路パターンを測長機ＳＭＩＣ－８００（
ソキア（株）製）にて測定したところ±０．０１％以内であった。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】ラミネート装置の正面図
【図２】本発明の態様の一つを示した回路基板用部材の平面図
【符号の説明】
【００７９】
２００　ラミネート装置
２０１　静電気帯電装置
２０３　可撓性フイルム基板（プラスチックフイルム）
２０７　載置台
２０８　剥離可能な有機物層
２０９　補強板（ガラス基板）
２１０　スキージ
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２１２　レール
２１７　ボールねじ
３０１　可撓性フイルム
３０２　周縁部
３０３　四隅部以外の可撓性フイルム
３０４　周縁部と４分の１円部分の重複部分
３０５　四隅部

【図１】 【図２】
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